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�愛媛県告示第１７１６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７１７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７１８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

れんげ堂薬局丹原店 西条市丹原町願連寺２７６－１ 有限会社れんげ堂 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１２月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 表 原 慶 典 東温市志津川 平成
２０年１２月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 市 立 吉 田 病 院 沖 良 隆 宇和島市吉田町北小路甲２１７ 〃

視 覚 障 害 眼 科 西 条 中 央 病 院 砂 金 玲 子 西条市朔日市８０４ 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器機能
障害 内 科 医療法人青峰会チヨ

ダクリニック 森 岡 弘 恵 八幡浜市川通り１４５５番地２２ 〃

肢 体 不 自 由
内科・麻酔科・
リハビリテー
ション科

伊 予 病 院 安 藤 泰 伊予市八倉９０６－５ 〃

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

れんげ堂薬局丹原店 西条市丹原町願連寺２７６－１ 有限会社れんげ堂 平成２０年
１２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２０２４号 平成２０年１２月１２日

平成２０年１２月１２日金曜日 第２０２４号
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�愛媛県告示第１７１９号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 東石井地区
北井門地区

平成１８年度から
平成２０年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２０年１２月１２日

�������
�愛媛県告示第１７２０号
四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中洲地区）の施

行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

中洲地区）計画書の写し

� 四国中央市三島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月１５日から２１年１月２０日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所本庁
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�愛媛県告示第１７２１号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・藪の本地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

藪の本地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月１５日から２１年１月２０日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�������
�愛媛県告示第１７２２号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中井手地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

中井手地区）計画書の写し

� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月１５日から２１年１月２０日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所土居支所

�愛媛県告示第１７２３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第５２７２号 平成１７年
６月８日 �浮田建設 浮田 満恵 上浮穴郡久万高原町久万

１０７
平成２０年
１１月５日 土木工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２０年１２月１２日 第２０２４号

１３０５



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１７２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線 松山市北梅本町甲５８７番２ 平成２０年１２月１２日

〃 〃
松山市北梅本町甲５７２番１８地先から

同町甲５７２番１９まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東２５８３番４から

同町大瀬東２５８５番まで
平成２０年１２月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町菅田字下畑乙７４０番１から

同市菅田町菅田字宮ノ下乙７２６番１１まで
平成２０年１２月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地乙２０３５番６から

同市平野町平地７１３番６まで
平成２０年１２月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地乙２０３５番６から

同市平野町平地７１３番６まで

旧 ４．０～１２．４ ０．０８７

新 ４．０～１９．０ ０．０８２

愛 媛 県 報平成２０年１２月１２日 第２０２４号

１３０６



監 査 公 表

�愛媛県告示第１７２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公表第４１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年１２月１２日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線 大洲市菅田町菅田字下畑乙７４０番１

旧 ５．３～５．５ ０．００８

新 １１．１～１１．４ ０．００８

選定した特定の事件 愛媛県の執行した補助金等について

監査の結果に関する報告提出年月日 平成２０年３月２４日

監 査 対 象 機 関 議会事務局総務課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

政務調査費

現在の「愛媛県政務調査費の交付に関する条例」第８条において会派は、

議長が定める使途基準に従い、政務調査費を適正に使用しなければならない。

とあり、又第１１条において、知事は会派がその年度において交付を受けた政

務調査費の総額から、当該会派がその年度において第８条に規定する使途基

準に従って支出した政務調査費の総額を控除して残余がある場合は、当該残

余の額の政務調査費の返還を命ずることができる。とあることから県は政務

調査費がその使途基準に従い適正に使用されたかどうかを検証し、残余があ

る場合はその返還命令を行う必要があるが、収支報告書を受けこれを確認す

るにとどめ、その実質的検証を行っていない。

過去５年間の上記の交付状況をみたが、残余を返還してきている会派は２

つあり、又そのうち１会派は毎年返還額があることから、検証の必要性は高

いと思われる。収支報告書に領収書添付がない現在の状態においても、各会

派で保管している請求書、領収書その他証拠書類との照合等の実証手続、そ

の他検証手続を行うべきである。

県議会では、平成１９年度１年間にわたり、議長の諮問機関である議会運営

等協議会において、政務調査費の使途の透明性を図るため、改善方策につい

て検討を重ねてきた。

その結果、平成２０年度から政務調査費を従来の会派交付に代えて議員交付

としたところであるが、これに合わせて、

� 収支報告書の内容をより詳細なものとすること

� 使途基準をさらに明確なものとするため、使途の具体例を示した事務処

理マニュアルを作成すること

� 経費の支出をより透明性の高いものとするため、１件１万円以上の支出

について領収書を添付し、収支報告書とともに閲覧に供すること

などを決定したところであり、今後とも政務調査費の適正な執行に努めたい

と考えている。

平成２０年１２月１２日 発行

愛 媛 県 報平成２０年１２月１２日 第２０２４号

１３０７


